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甲府市多文化共生推進計画2026
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⼩・中学校での多⽂化共⽣教育の推進や⼩・中学校での多⽂化共⽣教育の推進や
地域での多⽂化共⽣の意識啓発等を⾏います。地域での多⽂化共⽣の意識啓発等を⾏います。
小・中学校での多文化共生教育の推進や
地域での多文化共⽣の意識啓発等を⾏います。

互いを認め合い

すべての人が活躍し

幸せに暮らすまち甲府

基 本 理 念

に   ほん  ご

（2026年度～2030年度）

KKOFU�CITYOFU�CITYKOFU CITY

コミュニケーションでコミュニケーションで
築くまち築くまち
コミュニケーションで
築くまち

■ 日本語学習機会の充実■ 日本語学習機会の充実■ 日本語学習機会の充実

⽇本語教室の開催や⽇本語教室の開催や
学校における⽇本語指導の充実を学校における⽇本語指導の充実を
図ります。図ります。

日本語教室の開催や
学校における日本語指導の充実を
図ります。

■ 多言語による情報提供■ 多言語による情報提供■ 多言語による情報提供

⽣活に必要な情報を⽣活に必要な情報を
多⾔語で提供するとともに、多⾔語で提供するとともに、
公共施設等の多⾔語化を公共施設等の多⾔語化を
促進します。促進します。

生活に必要な情報を
多言語で提供するとともに、
公共施設等の多言語化を
促進します。

国際交流が広がるまち国際交流が広がるまち国際交流が広がるまち

■ 外国人の活躍機会創出■ 外国人の活躍機会創出■ 外国人の活躍機会創出

市内⼤学との連携による市内⼤学との連携による
留学⽣の受⼊れ・⽣活⽀援や留学⽣の受⼊れ・⽣活⽀援や
外国⼈市⺠の就業⽀援を⾏います。外国⼈市⺠の就業⽀援を⾏います。

市内大学との連携による
留学生の受入れ・生活支援や
外国人市⺠の就業⽀援を⾏います。

■ 都市間交流の促進■ 都市間交流の促進■ 都市間交流の促進

姉妹・友好都市等との交流促進や姉妹・友好都市等との交流促進や
国際感覚を養う教育の推進を⾏います。国際感覚を養う教育の推進を⾏います。
姉妹・友好都市等との交流促進や
国際感覚を養う教育の推進を行います。

心豊かに暮らすまち心豊かに暮らすまち心豊かに暮らすまち

■ 安全・安心な暮らしの実現■ 安全・安心な暮らしの実現■ 安全・安心な暮らしの実現
⽣活ルールの周知や防災・防犯対策の推進、⽣活ルールの周知や防災・防犯対策の推進、
外国⼈市⺠の地域参画促進を⾏います。外国⼈市⺠の地域参画促進を⾏います。
生活ルールの周知や防災・防犯対策の推進、
外国人市⺠の地域参画促進を⾏います。

■ 生活を支える相談窓口■ 生活を支える相談窓口■ 生活を支える相談窓口

多⾔語での⽣活相談窓⼝の設置や多⾔語での⽣活相談窓⼝の設置や
税・保険料の納付相談、教育相談などに対応します。税・保険料の納付相談、教育相談などに対応します。
多言語での生活相談窓口の設置や
税・保険料の納付相談、教育相談などに対応します。

地域でつくる地域でつくる
多文化共生のまち多文化共生のまち
地域でつくる
多文化共生のまち

■ 多文化共生についての意識啓発■ 多文化共生についての意識啓発■ 多文化共生についての意識啓発

■ 伝わることばを育む取組■ 伝わることばを育む取組■ 伝わることばを育む取組

⾏政における「やさしい⽇本語」の活⽤や⾏政における「やさしい⽇本語」の活⽤や
地域での「やさしい⽇本語」の普及を⾏います。地域での「やさしい⽇本語」の普及を⾏います。
行政における「やさしい日本語」の活用や
地域での「やさしい日本語」の普及を⾏います。
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